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1.問 題 提起

少 子 ・高齢化の進展に伴い公的年金がスリム化を余儀な くされる中、企業年金への期待が

高まっている。わが国の公的年金は、賦課方式による世代間扶養 を旨としており、少子 ・高

齢化の進展は、長寿化により年金支給額が増大する一一方、少子化によ り制度の.支え手である

現役労働者が減少することを意味する。 こうした深刻な状況にXf応 するため、制度の持続可

能性 を高めるという観点か ら、支給開始年齢の引上げや給付額の抑制といった調整を余儀 な

くされている。公的年金のス リム化は今や世 界的潮流である。

こうした中、少子 ・高齢化の更なる進展に備えるという観点から、公的年金 を補完または

代替 し トータルでの老後所得保障機能を維持 ・補強する役割を担 う企業年金について、更 に

税制優遇を図るべきとの意見が昨今喧伝 されている。 しかし、確定拠出年金の拠出限度額引

上げに代表 されるような単なる税制優遇拡大は、多額の掛金拠出が可能な高額所得者にしか

結果的にその恩恵をもたらさない。わが国の年金税制は、公的年金、企業年金、個人年金な

ど各種制度ごとに税制措置が複雑かつ多様に入 り組んでおり、体系的に構築 されたものとは

言い難い。そのため、制度に加入できる者とそうでない者、勤労世代 と高齢退職世代、高所

得高齢者と低所得高齢者、年金受取 と一.'時金受取など、様々な面で公平性 ・中立性が損なわ

れてお り、まずはこれ らの再整備が先決である。本稿では、租税体系における企業年金課税

の位置付けおよび特性を概観 ・整理す るとともに、わが国企業年金税制の課題 と今後の方向

性について、「公平」「中立」「簡素」 という租税の基本原則を踏まえつつ論じる。
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2.租 税体系 からみた企業年金税制

2.1企 業年金課税 の特性(給 与所得課税 との比較 か ら)

年金税制における議論では、公的年金、企業年金(厚 生年金基金 ・確定給付企業年金 ・確

定拠出年金など〉および個人年金など、制度間で課税の取 り扱いを比較検証する乎法が一.・般

的である。わが国の年金税制は制度 ごとに税制措置が異なっており、制度間の不均衡が度 々

指摘 されているω。 しかし、一口に年金 と言 っても、制度によってその法的性格はそれぞれ

異なる〔Z)。公的年金は、賦課方式による世代間扶養を旨としてお り 「課税とその再配分」 と

考えられる,ま た、企業年金は給与所得が形 を変えた 「賃金の後払い」 として(3)、個人年金

は 「貯蓄」の一種 として位置付け られ る。企業年金の加入者拠出 も、賃金の後払いとい うよ

りむしろ貯蓄の一形態と捉える方が妥当であろう。このように、法的性格や制度設計が異な

る制度の間では、税制優遇の度合いも自ず と異なってきて もやむを得 ない(4:。

この観点に立てぱ、企業年金 は、給与所得 との間で課税の取 り扱いを論 じることとなる。

給与所得と比較 した企業年金課税の特徴は、「年金制度の介在」 と 「掛金拠出から年金受給

までのタイムラグ」の:二点に大きく分けることができる。

2.1.1年 金制度の介在

給与所得の場合、事業主から従業員へ支払が行われる際に課税 を行えば事足りる。 しか し

企業年金では、事業主と従業員 との「Bjに年金制度あるいは年金基金 〔5)が介在する形 となるた

め、資金の流れが 「事業主か ら年金制度への掛金拠出」と 「年金制度から従業員への年金給付」

に二分される(図 表1)。 このため、課税 タイミングについては掛金拠出時か年金給付時かの

選択 を迫られることとなる。

図表1年 金制度の介在

、陣'一 金:

課税 タイ ミングは1回 のみ

(給与支給時)

囲

曝 上
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課税 タイミングが2Q生 じる

(掛金拠 出時お よび給付時)

園
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2.1.2掛 金拠出から年金受給までのタイムラグ

給与所得への課税は、事業主から従業員へ給与が支払われる時点で課税が完了する。 しか

し企業年金の場合、掛金 を拠出 してから年金給付が行われるまでのタイムスパ ンが長期にわ

たるため、前述の 「事業主から年金制度への掛金拠出」と「年金制度か ら従業員への年金給付」

に加えて、「掛金拠 出から年金給付 までの期間内に生み出 される運用収益」 とい う新たな課

税対象が発生する(図 表2)。 このため、年金税制において課税ベースおよび課税タイミング

をTRIIL.する際は、「拠出段階」「運用段階」「給付段階」 という三つの課税局面か ら考 えるこ

とが一般的である。

図表2掛 金拠出から年金受給までのタイム.ラグ

課税タイミングは で時点のみ
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2.2租 税体系か らみた年金課税 の論点

2.z.i課 税原則

「どのような税をどのような理念に基づき課すべ きかJと い う租税の基本原則にういては、

古来より様々な原則が提 唱されてきたが〔6〕、これらを集約すると 「公平」「中立」「簡素」の

三点にまとめることがで きる。

公平の原則 とは、様々な状況下にある者が各々の租税負担能力(担 税力)に 応じて分かち

合うというものであり、所得が同等の者は等しく負担すべきという 「水平的公平Jと 、所得

の多い者はより多く負担すべ きという 「垂直的公平」に大 きく労かれる〔z。中立の原則とは、

経済社会の活力を促進する観点から、経済活動や資産選択になるべく歪みを与えない税制 を

構築すべ きとするものである。簡素の原則 とは、納税者たる国民にとって分かり易い税制を

構築 し、 もって徴税コス トの軽減に資するものである。 これ ら二つの租税原則は、一...つの原

則を重視すれば他の原則 をある程度損なうという トレー ド・オフの関係に立つ場合がある。
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2.2.2課 税 ベースおよび課税 タイ ミング

租税体系を考えるに当たっては、課税ベース(課 税対象〉に 「所得Jを とるか 「消費」 を

とるかという論点がある。前者はヘイグおよびサイモンズが提唱 した 「包括的所得税主義」

であり、後者はカル ドアによる 「支出税主義」である.ま た年金税制においては、掛金に課

税するか給付に課税するかも論点 となり、それぞれ 「人口課税」「,f;u税 」と称 される。

図表3は 、利回 りi、 税率eの 環境下で掛金cを 拠出した際の税引後給付額を、課税 ベー

スおよび入口 ・出口課税の別に示 したものである。包括的所得税主義と支出税主義 とを比較

すると、運用収益に課税が行われないぶん、支出税主義が有利となる。また、同 一課税ベー

スにおいて同一一・回数分だけ課税が行われるのであれば、入口課税であろうと出ロ課税であろ

うと税制上の効果は全 く同 じであることが分かる。ただし図表3の 議論は、掛金拠出時 と給

付時の税率が同一、すなわち単一税率であることを前提 としている。超過累進税率の下では

勤労期(掛 金拠出時)よ りも引退期(給 付時)の 方が一般的に税率が低 くなるため、入 口課

税 よりも出口課税の方が有利となる。

図表3課 税ベースおよび課税 タイミングとその効果
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吏 戯 税
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(7EEj
c(i-i) } 0 C(1-t)(1+i;

寓口課 税

【EET1
C 1 t

2C(1 -t)(1t1)

r?1)課 税 ペ ー スのTは 課税(Taxed)、Eは 非 課 税(fax-Exempt;を 表 して お り、例 えばTTEは 「拠 出 時

課 税 ・運 用 時 課税 ・給 付 時非 課 税 」 を意irkす る 。

注2)Cは 税 引 前 掛 金額 、tは 税 率 、iは 運「1}利回 り。

資 料)野 口(1989)pp.129-131、DilnotandJohnson(1993;p2を 基 に筆 書作 成.

わが国をはじめ主要先進国は、所得税制自体 は包括的所得税主義を基本 としているが、年

金税制については、いくつかの例外はあるものの、公的 ・私的年金とも支出税主義に基づい

た出口課税方式⑧ が広 く採用 されている(9〕。ただし、課税ベースおよび課税タイミングのあ

り方は、その国の税制全体との調和が求め られる。そのため、「理論上有利だか ら」「世界的

な潮流だから」といった理由だけで、支出税主義および出口課税に短絡的に帰結することは

適切ではない。
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3.わ が国の企業年金税 制の概要

わが国の年金税制の取 り扱いを、前述の拠出段階 ・運用段階 ・給付段階という3つ の課税

局 面 で整 理 ・分 類 す る と、 図 表4の とお りと な る 。

図表4わ が国の年金税制の体系
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注1)特 別 法人税は、zmifis月 末 まで課税 が凍結 され てい る。

注2)遺 族 給付は公的年金、厚生年 金某 金および国民年金 基金 で非 課税 扱 い.他 の 制度は相続 税課税。

yfi3;障 害 給付は全ての制度 において井 課税扱 い。

注4)特 例 適格退職年金 になると、代行相 当部分の2.23倍 を越 える部 分についてのみ課税対 象とな る。

注5)保 証期 間付 き終 身年 金の保証部分の一括受取は雑所得 課税 、確 定年金 および有期fr金 の一括受取は 時所得課税 。

資料}企 業年金連合 会(2007)pp.254-255を 加箏修 正。
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公的年金は、拠出時 ・運用時非課税、給付時課税 となっており、建前上は支出税主義 に基

づ く出口課税方式である。しかし実際には、給付面で も公的年金等控除などの優遇措置が存

在す るため、結果的に拠出 ・運用 ・給付の全段階にわたって非課税 となるケースが多い。ま

た、私的年金のうち厚生年金基金および国民年金基金についても、運用段階では非課税 ある

いは実質非課税であることから、支出税主義に基づく出口課税方式であると言えるdim。

確定給付企業年金および適格退職年金は、事業主拠出 と加入者拠出とで取 り扱いが大 きく

異なる。事業主拠出は、運用段階で特別法人税(退 職年金等積立金に対する法人税)が 課さ

れることから、拠出時非課税、運用時 ・給付時課税 とい う包括的所得税主義に基づ く出[課

税方式である。加入者拠出は、拠出時の非課税枠(生 命保険料控除〉が非常に小さいため実

質的に拠出時課税であり、運用段階および給付段階では元本相当部分は非課税 とされること

から、支出税主義に基づ く入口課税方式であると言 える。個人年金保険も、加入者拠出と同

様の形態であり、支出税主義 に基づ く入口課税方式 となっている。

4.企 業年金税制の課題 と今後の方 向性

4,1拠 出段階 にお ける税制措置

掛金拠萬の うち事業主拠出については、全額損金または必要経費に算入する取 り扱いがあ

らゆる制度で共通 している。一方、加入者拠出については、制度によって社会保険料控除、

生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など様々な控除が乱立しているvu。 とりわけ小

規模企業共済等掛金控除は、加入および脱退が任意である小規模企業共済制度への税制優遇

としては破格であり、制度 を利用できる個人事業主とその他の者 との公平性 を著 しく損ねて

いる。また、企業年金の加入者拠出は、原資の性質に照らせば、賃金の後払いではなく貯蓄

の.一.種であり、むしろ個人年金 との整合性を考慮する必要がある。

そこで、私的年金における加入者拠出掛金については、現行の各種控除(生 命保険料控除、

個人年金保険料控除、小規模企業共済等掛金控除)を 整理 ・再編 した統一的な控除枠 を設置

することが望ましいL12;。この控除枠では、従来の個人年金保険、国民年金基金、個人型確定

拠出年金だけでなく、これまで税制優遇の対象外だった信託 ・損保の個人年金商品(is〕などを

同一.・の限度枠で包括することにより、年金型金融商品間の公平性 ・中立性 を保つことができ

る。また企業年金の加入者拠出も包括することで(ia:、企業年金 を有す る企業のサラリーマン

と企業年金を有 しない企業のサ ラリーマンとの公平性にも配慮することができる。限度額に

ついては、厚生年金基金 における社会保険料控除の控除限度(代 行部分の3.23倍)や 、国民

年金基金における拠出限度額(月 額6万8千 円)な どを基準とすることが考えられる。

また、掛金拠出への税制優遇につ いては、税率適用前の課税対象所得か ら控除する 「所得

を
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控除」で対応するか、税率適用後の算出所得税額か ら控除する 「税額控除」で対応するかと

いう論点がある。所得控除は、限界税率の高い高額所得者ほど税負担軽減効果が大きくなる、

そのため、私的年金優遇の観点から所得控除を単純に拡大 しても、高収益企業および高額所

得者を利するだけとなるUfi)。年金制度に多額の拠出ができる者とそうでない者との公平性 を

確保する観点からは、所得控除より税額控除で対応する方が望ましい。

4.2運 用段階 における税制措置

年金制度における運用収益への課税は、x出 税主義の立場からは、言 うまでもなく不要と

なる。…方、包括的所得税主義の立場では運用収益に対 しても課税を行 うことが原則だが、

① 積立段階では受給権が未確定なため各人の帰属持分の判断が困(16:、 ② 年金への参加は

強制貯蓄的で本人の自由な処分が不可能、 ③ 運用益への発生時課税は技術的に困難である、

などの理由から、運用時課税に消極的な見解を述べる者も少なくない(iT。

わが国の特別法人税は、その税率計算根拠(図 表5)か らも分かるとお り、年金掛金ioo

円に対 して17円(国 税iz円+住 民税5円 〉の所得税 を徴収すべきところを、年金給付時ま

で課税を繰 り延べるため、その遅延利息に相当するものとして年金資産に1%(地 方税 と合

わせて1,173%)の 税率を課す るものである。本来は拠出時課税に起因す る税だが、その課

税標準 となる退職年金等積立Gに は、事業主拠出の元本部分のみならず、事業主拠出および

加入者拠出に係る運用益部分も含まれていることか ら、実質的には運用益に対する課税であ

るとみて差 し支えない。

図表5特 別法人税の税率計算根拠の推移

歴年 税率欝算根拠 案際の適磨税率

∈
rtssz年(翻 毅 時)撫

壽
1968年 三菱

3974欝

給与所得者の 日歩2銭 法人住民税 と個 人住

所得税の の延滞 法人税 との配分民税率

利子税率平均上積税率

15.4%x12$x7%x7/1.135=L2'/a

(12%f5%)x7%xI/1.147=1.0%

:
(12%一 十一5%〉 ×7%×1/1.173三=1.0% し

法人住民税率と
法人税率の合計

…
1,362

1ユ47%.

1,173%

2008年(仮 定a_一
「ヒ 罰

(12%一 ト5%)×4.7%×1/1,173≒o.s%iO.704%

}"利 子 税 率 につ いて は年7.3%(端 数切 捨 て)が 原 則 で あ るが 、2000年1月 工日以 後 の 期 間 につ いて は 、

上 記 の 年7.3%と 「前 年11月 末Hの 公 定 歩合+4.0%」 の いず れ か低 い 方 をflい る特 例 が 認 め られ て い

る(租 税 特 別 措置 法 第99条 〉。 な お、2008年 の 特例 基 準 割合 は4.7%で あ る、

資 料)第 一 生 命保 険相 互 会 社(1981)pp.52-54、 厚 生労 働 省企 業 年 金研 究 会 『第10回 参 考 資料ap32を

基 に筆者 作 成。
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運用益課税 としての特別法人税については、前述の運用収益課税に係 る種々の技術的困難

さに加え、年金積 立金に対する集団ベースでの概算課税 は個人所得税制の本来のあり方に反

するなどの理由から否定的な見解が多いが(IR'.、一部には、繰 り延べ利益への課税手段 として

高 く評価 し、他の年金制度および金融商品への適用拡大 を提唱する向きもある(is)。

特別法人税の適用に当たっては、遅延利息の徴収 とい う趣Rに 照 らせば、本来は税率の機

動的な見直 しが必須である。 しかし、税率は1974年 を最後に見直 しが一切行われてお らず、

これは立法上の不作為 とF]わ ざるを得ない。なお、税率の算定根拠となる延滞利 子税率は

2000年 以降 「公定歩+4.U%」 の特例が認められてお り、直近の水準(2007年11月 末時

点で0,75%)で 再計算すると税率は約0、7%と なる.特 別法人税は、企業年金の育成の観点

から全廃すべ きという声もあるが、仮に引き続き維持するのであれば、直近の金利情勢 を反

映 した税率に適宜洗い替えるべきである。

また、税制優遇 により終身給付を普及させるという観点からは、かつての特例適格退職年

金 と同様のスキームを確定給付企業年金や確定拠出年金 にも適用 し、終身給付など一定の要

件 を満たす制度 を 「特例DB」 「特例DC」 として認定 し、厚生年金基金に準じた特別法人税

の非課税措置を講ず ることも検討に値する。

亀

4,3給 付段 階における税制措置

年金税制では、包括的所得税主義であろうと支出税主義で あろうと、入口の樹金拠出が非

課税であれば、出口である給付への課税には強い必然性が生 じる。また、わが国では少子高

齢化の進展および景気の低迷等により、給与総額が伸び悩む一方、年金給付費は右肩 ヒがり

で増加 している。 これは、個人所得課税における課税べ一スの縮小 ・侵食が進行 しているこ

とを意味 し、税負担の歪みを生 じさせる大きな要因となっている。

ところがわが国では、公的年金等控除や退職所得控除などの種々の優遇措置により、給付

時も実質的に非課税扱いとしている、 これは、高齢者 を経済力の多寡に関わらず一律に優遇

していることを意昧するが、この措置の恩恵を最も享受するのは、高額所得者層に該当する

高齢者である。現行の所得税制は、経済的に恵まれた高齢者にまで所得再配分を行 うことに

より、現役世代に重い負担 を強いているのみならず、高齢者間の垂直的公平性を損ねている。

世代間の公平性は もとより、世代内の公平性も改善が求められる。

4.3,1年 金所得と給与所得

老齢および退職 を理由に支給される年金収入は、雑所得 として所得税および住民税の課税

対象 となる。雑所得 は、収入金頷か ら必要経費を控除 して算出 されるが、公的年金haに

よる年金収入については、経済的稼得能力が減退する局面にある者の生計手段として給付さ

れることなどを考慮 して、必要経費に代わり公的年金等控除が適用 される。
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公的年金等控除については、かつては給与所得控除に比べて高い水準であったことが指摘

されてきたが、2005年 の税制改正 により公的年金等控除の引下げが実施 され、現在では、年

収300万 円以上の者については、公的年金等控除 と給与所得控除の格差はほぼ解消されてい

る。 しか し、「年金所得のみの者」と 「給与所得のみの者」との公平性は改善 されたものの、「働

きなが ら年金 を受給する者」については、給与所得控除 と公的年.金等控除の両方を享受で き

るという不合理が未だ残っている。合計収人を変えずに給.与と年金 を併給 したときの影響を

試算すると、殆 どの所得階層において控除額が山なりの形状 となってお り、給与と年金を併

給することにより控除額の総計が大 きくなることを示 している(図 表6)。1987年 以前のよ

うに年金収入も給与所得と同一(X分 とし(21〕、総合所得の多寡で判断する仕組みにするべきで

ある。公的年金等控除 を給与所得控除と一体化すれば、簡素かつ高齢者の就労に中立的な税

制が実現する(21;。

図表6給 与収入と年金収入(60歳 代前半)の 受取比率別合計控除額

控除額(万 円)

400
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zoo
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goo
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Q

給与ioo75:255015Q25:75

給与 と年金の受取比率(給 与:年 金)

出典)所 得税 法および財務省主税局資料 を基に筆者推計.
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4.3.2隼 金受給と一時金受給

わが国の企業年金は、その大半が退職一時金制度か らの移行により設立 されたことか ら、

年金受給に代 えて一時金での受給が認められているのが一般的である〔23㌧適格退職年金では、

給付総額の約80%が 一時金での給付である。厚生年金基金 も、加算部分の2分 の1以 上は終

身給付 とすることが義務付けられているものの、それで も新規裁定者の40～50%が 加算部

分を...一時金で受給 している。こうした実態から、.企業年金制度は、実質的に退職一時金原資
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の社外積立制度として機能 していることがうかがえる。

退職者の多くが一時金受給 を選ぶ理由の....つとして、退職一時金への課税が年金に比べて

寛大であることが しば しば指摘 されている(za;。図表7で は、退職所得控除と公的年金等控除

の非課税額を比較するため、退職所得控除額を年金現価率で除して年金換算 し、当該年金年

額 に対応 した公的年金等控除額を算出 してか ら再び一時金換算するという試算を行 った。退

職所得控除額(図 表7の ① 〉と公的年金等控除額(図 表7の ⑤ および ⑥)を 比較す ると、

勤続年数が長くなるほど退職所得控除が有利 となっている。現行の退職所得税制は年金受給

図表7退 職所得控除と公的年金等控除の控除額水準の比較
(単位:万 円)

.繕霧:L
.勤続球数.;

①退職所得控除額 200 400 600

..==.=陣.=
SOOT1,1501,5001,850 2,200

② ① を原資 とした年金年額(=① ÷年金換算率) 22 45 67 S9"1281167 206 245

③ ②に対する公的年金等控除額(65歳 以降) 1201 120 120 izo 120,E120 120 1201

④ ②に対する公的年金等控除額(65歳 未満) 701 70 70 70 70i79 89 991

⑤ ③の一時金換算額(=③x年 金換算率) 1,0'77 1,0'77 1,077 1,077 1,07711.0771 1,077 1,077

⑥ ④の一時金換算額(=④x年 金換算率) 628 628 628 628
1

628711 799 SR6

非課税額(万 円)
2,500

2,000

1,500

i,ooa

500

a
510152025303540

勤続年数

注1>控 除額のみ を単純比較 したもので ある。 なお退職所得 は、退職所得控除後 の金額の2分 の1し か課

税対象 とならないため、非課税効果は上 記よりも更に大 きくな る点に留意する必要がある。

注2)年 金換算率 は、わが国の企業年金制度 におけ る最 も 般 的 な予定利率 および支給期 間を勘 案 して、

年率2.5%の 期始払10年 確定年金現価 率(約8.9709)を 用 いた。

注3)全 額一時金受給 または全額年金 受給 の場合 のみ を想定 してい る.な お、一時金 と年金 を併用受給す

ると、非課税効果は.一.般的に大 きくなる傾向 にある。

資料)所 得税法第30条 および第35条 を基に筆者推計。
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を不当に冷遇 しており㍉9r金 と年.金の選択に対 して中立的とは言 えない。さらに、一時金

受給 と年金受給を併用することにより双方の控除を同時に享受できるほか、退職所得は分離

課税であるため、退職時に他にどのような多額の収入があろうとも、それらとは独立 して算

定 される.こ れらの仕組みが高額所得者ほど有利に働 くことは言 うまでもない。年金 と給与

との中.立性については前述 したが、年金と.一時Uに ついても、受取形態の如何を問わず総合

所得の多寡で判断する仕組みが望ましい(25)。

5.結 論

現行の所得税制は、給与 ・年金 ・退職金を全 くの別物 として扱ってお り、三者を比較 ・調

整するとい う視点に欠けている(261。少子高齢化社会の到来により、「雇用者=給 与所得者」

「退職高齢者=年 金生活者」 という単純 な図式はもはや崩れつつあり、一人の納税者が給与

と年金 を同時に受け取るなど、複数の収入手段 を持つ ことが常態化している。退職金 を全廃

してその原資を給与として支給する企業の出現や、退職所得控除を利馬 した租税回避手段の

出現 を鑑み ると、給与 ・年金 ・退職金の.三者間での課税の中立性 を確保する必要がある。収

入形態を問わず総合課税を徹底 し課税ベースを拡大すれば、特定の所得階層にのみ高税率 を

課す旧来型の再分配強化策に拠 らずとも、担X11の ある高額所得者から年齢を問わず応分の

負担 を適切に求めることができる。租税の公平性 ・巾立性 が損なわれたまま年金優遇税制 を

推 し進めたところで、真に税の支援 を必要 とする低 ・中所得者層への波及効果は期待できな

い。税制本来の役割を踏 まえた年金税制の.再構築が先決である。

以 上

【注 】

(1)野 口(1989)、 大田(1990)、 橘木 ・中井(2002>な ど。

(2>以 降の年金制度の法的性格 に関する記述は、佐藤(1937)p.14&に よる.

③ 退職金 ・企業年金の性質 については 「功労報償説」 「生活保障説」 など諸説あるが、本稿では論 じない。

(4>と りわけ企.業年金税制では、厚生年金基.金とそれ以外の制度間の税制不均衡が度々指摘 されている。 ポ

ー タビリティ確保の観点か らは税制が均衡 して いることが望 ま しい とも言えるが、義務付 けられている

給付 設計が異なるに も関 わらず税制優遇をn一 にすべ きか どうかは、なお熟慮 を要する。

(5>こ こでい う 「年金制度」 「年金基金」 とは、厚生 年金保 険上の厚生年 金基金 または確 定給 付企業年金 法

上 の企業年金基金 に留 まらず、企業の外部で事前積.立される年金資産を管理す る機関(信 託銀行、生 命

保 険会社 など)全 般 を含有す る。

(6)代 表 的なもの としては、アダム ・ス ミ.スの4原 則、 ワグナーの4大 原 則 ・9原則、マスグ レイブの7条

件 などが ある.
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(7)近 年 は 、水 平 的公 平 、 乖 直 的 公平 性 にUtlえ て 「世代 間の 公平..1も 併 せ て提 唱 され る こ とが 多い。

(8)支 出 税 につ いて は 、 ① 高 齢 化 社.会に対 応 す るべ く資産 課 税 全 体 に 適 用す べ し[野[(1985)p.125]と

い う主 張 が あ る一h、 ② 「退 職 後 の所 得 保 障」 とい う明確 な 目的 を有 して い る 年金 貯 蓄 に のみ 例 外 的に

導 入 すべ し[宮 島(1986)p.283]と い う主 張 も あ り、支 持 者 の 問で も見解 は異 な る。

(9)諸 外 国の 年 金税 制 につ い て は、 船 後(1997)お よび厚 生 年.金基 金 連合.会(1999)に 詳 しい 、,

(10)厚 生 年金 基 金 は厚 生 年 金 保 険 の報 酬 比 例 部 分 を、 国 民 年金 基 金 は国 民 年 金 の付 加 年 金 をそ れ ぞれ 代 行 し

て い る こ と等か ら、 公 的年 金 に準 じた税 制 優 遇 が認 め られ て い る。

(11)こ う した各 種の 所 得 控 除 は 、 その 時 代 時代 の政 策 や 要望 等 に よ り創 設 され て き た経 緯 が あ る もの の 、.一..・

旦 措費 と して創 設 され ると既 得 権 益 化 し、 改廃 が ・筋 縄 で行 か な くな る硬 直性 を常 に孕 ん で い る.

(12)同 様 の.見解 と して 、 植松(1997=第125回)は 「年金 保 険 料 等控 除 .」の 設置 を提 案 して い る。 ま た臼 杵

(20D2)は 、 カナ ダのRRSP(RegisteredRetirementSavingPlan)を モ デル に 、老 後 所 得 の ため の 統..・

的 な非 課税 枠 設 定 の ほ か、 使 い残 した非 課 税枠 の 繰 り越 し容 認 な ど を提 言 して い る。

(13)た だ し、確 定 給 付 企 業年 金 や確 定 拠 出 年金 との 均衡 を図 る観 点 か ら、 現 行の 個 人 年 金 保 険 料控 除 の 適 用

要 件(年 金 受 給 期 間is年 以 上 な ど)に 相 当 す る基 準 を設 け る必要 性 は考 え られ る。

(14>こ の観 点 に立 つ と、厚 生 年 金 基 金 に 対 す る加 入者 拠 出掛 金 の うち、 プ ラス アル フ ァ給 付 に 対応 す る部 分

まで 社会 保 険 料控 除 の対 象 とす る こ と は過 剰優 遇 とな る[佐 藤(2000>p.420]。

(is)米 国 の401k制 度 は、 日本 の確 定 拠 出 年 金 に比 べ る と所得 控 除 枠 の 水準 が大 きい もの の 、高 額 所 得 者優

遇 を防 ぐ観 点 か ら差 別 禁 止テ ス ト等 の 措置 が講 じ られ てい る。

(16)確 定拠 出年 金 につ い ては 、 資産 額 な どが個 人 毎 に 明確 に区 分 され て い るた め、 この 限 りで ない 。

(17)CarterCommission(1966)、 宮 島(1986)p.166,藤 田 〔1992;p,251な ど。

(18)野[(1989)p」41、 大 田(1990;p.275、 藤 田(L992)p257、 「重 大 学 年.金・金 融 研究 グ ル ープ(2007)

な ど。

(19>植 松(1996=第105回)、 中里(1996)pp.108-109.、 吉 牟 田(1995)p,21な ど。

(20)公 的年 金 等控 除 が適 用 され る 「公 的 年 金 等」 の範 囲 は,① 社 会 保 険 ま た は共 済 組 合 な ど 公 的な 制 度 か ら

支 給 され る 年 金、 ② 恩 給 お よ び 過 去 の 勤 務 に基 づ き使 用 者 で あ っ た もの か ら支 給 され る年 金、 お よび

③ 私 的年 金 制 度 、 の3つ に 大 き く分 け られ る(所 得 税 法 第35条 第3項 お よび 所 得 税 法施 行 令 第82条

の2×31-3項)。 公 的年 金 だ けで な く、 企 業 年 金 全般(法 定.Lの 制 度 の み な らず 税 制 非適 格 の 自社 年

金 制度 に至 る まで 〉 に も幅 広 く適 用 され て い る。 な お、個 人年 金 は 対 象外 で あ る.

(21)年 金収 入 は.1987年 以 前 は給.与所 得 と され て いた が 、88年 の 税 制 改 正 に お い て 「年 金 収 入 は給 与等 の

よ うに勤 務関 係 を前提 と した もの で は な く、給 与 所 得控 除 を適用 す る こ とは 不合 理 」 との 観 点 か ら、 所

得 区分 が 雑所 得 に 変 更 され、 併 せ て 、 当 時の 給 与 所 得控 除 お よび 老齢 者 年 金 特 別控 除 を統 合 した 「公 的

年 金 等 控 除」 が 新 設 され た とい う経 緯 が あ る。 しか し、年 金 も給5.も 定 期 的 収 入 で あ る こ とに 変 わ りは

な い。 高 齢化 社 会 の到 来 に備 えて 年 金 と雇 用 の 連携 を 図 る観 点 か ら は、 両 者 を 区 分す る必 然性 は無 くな

りつ つ あ るの で は な いか 。

(zz;高 齢 者 の就 労 促進 を図 る観 点 か らは.在 職 老齢 年 金 制 度 の廃 止 とセ ッ トZ実 施 す る こ と が望 ま しい。

(23)2003年 の 『就 労 条 件 総合 調査 』(厚 生 労 働 省)で は 、適 格 退 職 年 金 の98.2%、 厚 生 年 金 基 金 の82.9%が

.一時 金選 択 を 認 め てい る
。

(24)宮 島(1991)pp.29-31、 藤 田(199L;pp.258-263な ど。 退 職所 得 控 除 その もの につ いて も、 勤続 年 数

が20年 を超 え る と1年 あ た りの控 除 加算 額 が40万 円 か ら70万 円 に急 増 す る こと や 、勤 続 年 数 が 短 期

間 で も所 得 の2分 の1が 課税 対 象 外 とな る こ と等 が 問題 視 され て い る。

(L5)一 時金 と年金 を総 合 所 得 と して包 括 評 価 す る予法 と しては 、年 金 を一 時金 換 算 す る方 法 ま たは一 時 金 を

年金 換 算 す る方 法 の いず れ か が 考 え られ る。 前 者 の 考 え方 は相 続 税法 第24条 に規 定 す る年 金 受 給 権 の
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評価で、後者の考 え方 は所得税法施行令第183条 に規定する個人年金保険の必要経費割合の算出等で そ

れぞれ用い られてい る。

(26)例 えば、1988年 の税制改正で 公的年金等控 除が新設 されたにも関わ らず、ma89年 には退職所得控除 が

更に引上 げられた。 しか もこの引上げは、同年 の消費税 導入法案 と絡 んだ国会修 正で実施 されたもの で

あり[宮 島(1991>p.30]、 年金 および給与 との整合性 といった視点 ・意図は皆無で ある。
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